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平成13年度中山間地域等直接支払制度の実施状況

及び中間点検の結果について（概要）

平 成 １ ４ 年 ６ 月

農林水産省農村振興局

（本体資料Ｐ１～４参照）１ 平成13年度の取組実績

(1) 実施市町村数

交付金を交付した市町村数は、227市町村(13 )増加し、1,913市町村 （対象農用地% 。

を有する2,122市町村 の9割 ）※ 。

※平成13年度に交付対象となる農用地を有する市町村として、都道府県から報告のあっ
た市町村

(2) 協定締結面積等

① 協定数

協定数は、5,948協定(23％)増加し、32,067協定。

このうち、集落協定は31,462協定(協定全体の98％)、個別協定は605協定(協定全

体の2％)で、それぞれ前年度に比べ23％、21％の増。

② 協定締結面積

協定締結面積は、9万1千 (17％)増加し、63万2千 。ha ha
地目別には、田が6万1千 (32％)増、畑が1万3千 (24％)増と、田、畑を中心にha ha

増加。

地域別には、一挙に約3倍に増加した鹿児島県をはじめ11県で5割程度の増加とな

るなど都府県で大きな増加。

協定締結率 は8割。また、増加分のうち約7割が平成12年度から実施している市町※

村での増加分(約6万4千 )。ha

※平成13年度において市町村基本方針に定められている対象面積(78万2千 )に対するha
協定締結面積の割合

③ 交付総額

交付総額は、草地に比べ交付単価の高い田等の交付面積が増加したことから、

94億8千万円(23％)増加し、514億2千万円。

地目別協定締結面積
（単位：千 、％）ha

平成12年度 平成13年度 増 減
面積(割 合) 面積(割 合) 面積( 率 )

田 194 ( 35.9) 256 ( 40.5) 61 ( 32 )
全 畑 56 ( 10.3) 69 ( 10.9) 13 ( 24 )

草地 278 ( 51.3) 293 ( 46.3) 15 ( 5 )
採草放牧地 13 ( 2.5) 15 ( 2.3) 1 ( 10 )

国
小 計 541 (100.0) 632 (100.0) 91 ( 17 )

北 田 11 ( 3.7) 25 ( 7.9) 14 ( 134 )
畑 2 ( 0.8) 4 ( 1.2) 1 ( 63 )

海 草地 274 ( 95.4) 289 ( 90.9) 15 ( 5 )
採草放牧地 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0 )

道
小 計 287 (100.0) 318 (100.0) 30 ( 11 )

都 田 184 ( 72.4) 231 ( 73.4) 47 ( 26 )
畑 53 ( 21.0) 65 ( 20.7) 12 ( 22 )

府 草地 3 ( 1.3) 4 ( 1.2) 0 ( 11 )
採草放牧地 13 ( 5.2) 15 ( 4.7) 1 ( 10 )

県
小 計 254 (100.0) 314 (100.0) 60 ( 24 )



- -2

２ 平成13年度までの実施状況の検証（中間点検）

本制度は、平成12年度に我が国農政史上初めての制度として発足したものである。

、 、 、 、今回の検証は 制度の実施期間の中間点を迎え 全国的にみて実施市町村数 協定数

協定締結面積等が大幅に増加している中で、その普及状況を点検したものである。

（本体資料Ｐ５～１０参照）(1) 実施農用地の状況

① 協定締結率は全国平均で8割であるが、地目別にみると、北海道が大宗を占める草

地が93％と高い水準になっている。これに対し、田、畑等は2年目に大幅に増加して

いるものの、田は77％、採草放牧地は76％、畑は60％と取組が遅れている。

地目別協定締結率

%
12 13 93.1H H 89.990

80.8 77.080 75.6

67.8 67.570

59.7 59.460

50

38.640

全体 田 畑 草地 採草放牧地

② これを交付基準別にみると、田は2年目に｢緩傾斜地｣での増加が大きかったことか

ら｢急傾斜地｣ ｢緩傾斜地｣とも77％となっているが 畑では｢急傾斜地｣64％に対し｢緩、 、

傾斜地｣ 54％と、｢緩傾斜地｣での遅れが目立っている。また、｢高齢化率・耕作放棄

率｣ での取組みは田54％、畑35％と低調である。※

※高齢化率、耕作放棄率が高い集落に存する農地

交付基準別締結率（田・畑）
（単位： 、％）ha

田 畑

協 定 締 結 面 積 協 定 締 結 率 協 定 締 結 面 積 協 定 締 結 率対象面積 対象面積

急傾斜地 197,334 152,474 77.3 76,227 48,435 63.5

緩傾斜地 132,132 101,689 77.0 31,066 16,722 53.8

小区画不整形 654 489 74.7

･ 1,936 1,041 53.8 2,225 768 34.5高 齢 化 率 耕 作 放 棄 率

特認 0 0 － 6,450 2,931 45.4

合 計 332,057 255,694 77.0 115,968 68,857 59.4

③ なお、土地基盤整備との関係をみると、協定締結農用地の基盤整備率に比べ協定

未締結農用地の基盤整備率は大きく下回っており、基盤整備率の高い農用地での協

定締結が進んでいる。

地目別基盤整備率
（単位：％）

田 畑 草地

協定締結農用地 33.0 41.4 94.6

協定未締結農用地 25.5 28.1 47.5
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（本体資料Ｐ１１～２４参照）(2) 協定活動の動向

① １集落協定当たりの規模は、地域の農業をめぐる諸条件を反映し、都府県と草地

を中心とする北海道とでは大きく異なったものとなっている。また、都府県におい

ても、１協定当たり面積の平均は10 であるが、5 未満の協定が約5割を占めていha ha
る一方、20 以上も1割を超えており、地域の実情に応じて集落範囲を超えた取組ha
も見られる。

１集落協定当たりの規模

(参考)2000ｾﾝｻｽにおける
協定参 中山間地域の1集落の規模

協定締結面積 交付金額
加者 農家戸数 経営耕地面積
人 （ ） (千円) （戸） （ ）（ ） ha ha

全 国 20 20 〔 1.1〕 1,625 〔 83〕 20 22

北海道 33 560 〔16.8〕 12,884 〔388〕 10 135

都府県 19 10 〔 0.5〕 1,418 〔 74〕 21 17

（注 〔 〕内は１人当たり）

② 協定の締結により 「共同作業・機械の共同利用が復活・回数が増加した 「共、 」、

同作業への農業後継者等の参加があった 「オペレーターを確保・増加した 「第」、 」、

３セクターによる農作業の請負等があった」等とするものが出てきているなど、地

域営農体制の整備に向けた取組が進んでいる。また、各地域において、それぞれの

特性等を踏まえた創意工夫により地域内外の連携を含めて意欲的な取組が出てきて

（参考２：各地域の事例）いる。

農業生産活動の継続等のための体制の整備に向けた取組状況（複数回答）

協 定 数 割合(％)

話合いの復活、回数の増加した協定 25,673 81.6

共同作業・機械の共同利用の復活・回数の増加があっ 11,807 37.5た協定

共同作業への農業後継者等の新たな参加のあった協定 2,009 6.4

オペレーターを確保・増加した協定 795 2.5

第３セクターによる農作業の請負等のあった協定 565 1.8

新規就農者のあった協定 527 1.7

地域外のボランティアの参加があった協定 240 0.8

③ 共同取組活動への交付金の配分割合は、40％以上60％未満の協定が77％と最も多

いが、全て共同取組活動に配分している協定(8％)、全て個人に配分している協定(2

％)もあり、地域の状況や活動内容等に応じ弾力的な合意も進められている。

④ 共同取組活動の交付金の使途は、農道・水路及び法面等の農地の管理が32％と最

も多いが、共同利用機械・施設の整備等が13％、周辺林の下草刈りや景観作物の作

付け等多面的機能の増進も8％を占めている。

統計情報部が、平成14年4～5月に、集落協定に参加している農業者３千人を対象

に行ったアンケート調査結果(複数回答)によると、今後重点を置きたい共同取組活

動は、機械の共同購入・共同利用による作業の効率化(46％)が最も多く、次いで、

景観形成のための畦畔の管理等(36％)、担い手像の明確化(31％)、土地利用や新規

作物導入の具体化(31％)となっている。
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（本体資料Ｐ２５～３３参照）(3) 自治体の取組状況

① 都道府県、市町村の取組状況を協定締結率でみると、都道府県では13道県(28

％)で8割以上の取組となっている一方、6割未満も12都府県(26％)ある。市町村

では、8割以上の取組が1,085市町村(57％)であるのに対し、6割未満も489市町

村(26％)ある。

さらに、県全体の協定締結率が8割以上の13道県内においても、協定締結率が

6割未満の市町村が87市町村あるなど、各自治体ごとの進捗状況に大きな差が生

じている。

概して言えば、自治体の独自事業との連携など自治体全体での取組を積極的

に推進している事例がある一方、耕作放棄率、高齢化率が高いにもかかわらず

協定締結率が低い自治体が見られるなど、制度の趣旨の地方自治体への浸透と

いう点で課題が残されていると考えられる。

協定締結率別都道府県・市町村数

以上 以上 以上 以上 以上80 60 40 20 1% % % % %
%協定締結率 100

未満 未満 未満 未満 未満100 80 60 40 20% % % % %
都道府県数 － 13 22 7 3 2

（割合） ( － ) (27.7 ) (46.8 ) (14.9 ) ( 6.4 ) ( 4.3 )% % % % % %

市 町 村 数 350 735 339 217 153 119

（割合） (18.3 ) (38.4 ) (17.7 ) (11.3 ) ( 8.0 ) ( 6.2 )% % % % % %

② 特に、市町村の取組体制をみると、地域における推進に当たって市町村単独

で実施又は農業委員会とのみ連携している市町村が半数を超えており、他の機

関との連携の面で課題が見られる一方、協定締結に当たって農振農用地区域へ

の編入を行った市町村も536市町村(実施市町村の28％)あるなど、積極的な面も

出てきている。

まとめ(4)

① 今回の点検結果を全体的にみれば協定締結率が8割に達しているものの、地目

別、自治体別等で制度の普及定着に格差があるほか、高齢化率・耕作放棄率が

高い地域での取組が遅れている等、未だ立ち上がり途上にあり、今後地域の実

情を踏まえた取組を一層促進し普及定着を図ることが課題である。

② また、本制度への取組を契機として地域社会が自らの意志と創意工夫に基づ

き、持続的な農業生産活動の維持に向けた取組を行う動きが各地域で生じてお

り、今後、地域内外の多様な連携の拡大を中心としてこのような動きを一層促

進することが重要である。
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（ ）参考１

平成13年度中山間地域等直接支払制度の取組状況

協定締結 協定締結 協定締結

面積(ha) 面積(ha) 面積(ha)

99 568 18,878 317,882 7,318 99 568 317,882 7,318

青森県 43 569 14,814 9,962 948 9 16 172 6.1 45 585 10,135 954

岩手県 56 1,318 24,326 17,009 2,967 21 108 893 68.4 56 1,426 17,902 3,035

宮城県 23 312 4,110 2,501 383 6 16 118 4.9 23 328 2,619 388

秋田県 49 758 12,236 9,031 1,024 13 39 152 15.9 49 797 9,183 1,040

山形県 40 751 12,973 8,540 1,322 12 30 177 17.3 40 781 8,717 1,339

福島県 68 1,529 25,707 13,635 1,805 12 43 182 13.0 68 1,572 13,817 1,818

計 279 5,237 94,166 60,679 8,449 73 252 1,695 125.7 281 5,489 62,374 8,575

茨城県 16 147 2,238 602 64 2 2 67 1.1 16 149 669 65

栃木県 11 168 2,694 1,373 178 3 4 114 6.8 14 172 1,486 185

群馬県 33 239 5,693 1,481 185 6 8 120 4.6 33 247 1,601 190

埼玉県 14 48 795 182 18 1 2 4 0.2 14 50 186 18

千葉県 13 147 2,517 891 141 13 147 891 141

東京都 2 8 67 39 3 2 8 39 3

神奈川県 4 29 639 168 15 4 29 168 15

山梨県 51 419 15,161 4,203 512 3 9 21 2.1 52 428 4,224 514

長野県 113 1,478 28,755 8,946 1,735 18 25 476 7.7 113 1,503 9,422 1,743

静岡県 35 614 12,210 4,670 510 3 3 4 0.4 36 617 4,675 511

計 292 3,297 70,769 22,556 3,362 36 53 805 23.0 297 3,350 23,361 3,385

新潟県 70 1,142 26,922 16,172 3,040 7 7 42 8.3 70 1,149 16,214 3,049

富山県 26 333 7,469 4,160 696 26 333 4,160 696

石川県 28 518 9,636 3,541 586 3 4 10 1.1 28 522 3,551 587

福井県 31 317 6,742 2,188 390 1 1 1 0.3 31 318 2,189 390

計 155 2,310 50,769 26,061 4,712 11 12 54 9.7 155 2,322 26,115 4,722

岐阜県 68 1,041 22,840 7,694 1,072 10 14 76 11.9 68 1,055 7,770 1,084

愛知県 18 280 4,676 1,438 188 4 5 13 1.5 18 285 1,451 190

三重県 34 216 3,711 1,244 226 34 216 1,244 226

計 120 1,537 31,227 10,376 1,486 14 19 89 13.4 120 1,556 10,465 1,500

滋賀県 17 94 2,976 1,181 206 17 94 1,181 206

京都府 32 462 12,010 4,173 606 2 3 7 1.3 32 465 4,180 608

大阪府 3 11 122 50 10 3 11 50 10

兵庫県 48 590 11,877 4,241 830 48 590 4,241 830

奈良県 20 388 5,928 3,027 415 3 4 4 0.5 20 392 3,032 416

和歌山県 40 1,042 19,875 12,139 1,487 4 4 8 1.0 41 1,046 12,147 1,488

計 160 2,587 52,788 24,811 3,554 9 11 20 2.9 161 2,598 24,831 3,557

鳥取県 31 694 13,345 6,348 1,048 7 11 67 7.0 31 705 6,414 1,055

島根県 53 1,564 25,103 13,212 2,011 18 50 395 23.2 54 1,614 13,606 2,034

岡山県 59 1,581 23,474 10,465 1,711 4 14 65 5.4 59 1,595 10,530 1,716

広島県 64 1,373 27,962 16,066 2,486 23 55 221 31.4 64 1,428 16,286 2,517

山口県 46 1,027 18,689 12,400 1,631 8 16 131 9.1 46 1,043 12,531 1,640

徳島県 36 640 9,662 4,263 555 6 12 19 2.4 37 652 4,282 557

香川県 25 511 7,789 3,121 507 2 2 3 0.5 25 513 3,124 507

愛媛県 59 1,303 28,123 16,766 2,143 9 12 83 2.3 59 1,315 16,849 2,145

高知県 45 727 10,567 4,983 766 6 7 37 1.6 46 734 5,020 768

計 418 9,420 164,714 87,622 12,857 83 179 1,021 82.9 421 9,599 88,643 12,940

福岡県 53 858 13,467 6,673 944 5 15 16 2.1 53 873 6,689 946

佐賀県 35 640 15,000 8,318 1,315 1 2 4 0.5 35 642 8,322 1,315

長崎県 61 958 15,134 6,285 1,182 8 12 81 3.2 62 970 6,366 1,185

熊本県 68 1,533 29,438 28,229 2,123 8 18 117 5.4 68 1,551 28,346 2,128

大分県 49 1,110 20,867 12,738 2,195 6 21 48 8.8 49 1,131 12,786 2,203

宮崎県 30 491 10,140 5,022 669 2 2 4 0.3 30 493 5,026 669

鹿児島県 73 902 24,955 7,435 848 6 7 64 1.5 73 909 7,500 849

計 369 6,492 129,001 74,701 9,275 36 77 334 21.8 370 6,569 75,035 9,296

8 14 992 3,048 119 2 2 161 5.6 9 16 3,209 124

1,801 30,894 594,426 309,854 43,814 264 605 4,179 284.9 1,814 31,499 314,033 44,099

1,900 31,462 613,304 627,736 51,132 264 605 4,179 284.9 1,913 32,067 631,915 51,417

注：四捨五入の関係で、計とその内訳の合計が一致しない場合がある。

全　　体

協定締結
数

交付金額
（百万円）

北海道

都道府県名

集落協定 個別協定

実施市
町村数

協定締結
数

協定参加
者数

交付金額
（百万円）

実施市
町村数

実施市
町村数

協定締
結数

交付金額
（百万円）

全　　国

九
州

中
国
四
国

近
畿

沖縄県

都府県

東
海

北
陸

関
東

東
北
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（参考２）

集落協定による多様な連携の事例

【地域内連携事例】

○ 愛知県東加茂郡下山村 （大 林）
ひがしかもぐんしもやまむら おおばやし

高齢者のひとり暮らし世帯が多く、各農家での耕作が困難な状況。このため、集

落内の中核農家や集落外の個別協定農家が農用地を借り受けたり、農作業受託を行

うことにより、耕作放棄地の発生を防止している。現在までに、利用権設定が集落

全体で約4.7 （うち集落内中核農家（３戸）224 、集落外個別協定農家158 ）にha a a
ついてなされており、集落内外の担い手農家に集積されている。

○ 鳥取県日野郡日南町 （笠木）
ひのぐんにちなんちょう か さ ぎ

高齢化が進む中、これらの者の農地の受け手となる担い手を育成。担い手は、認

ha定農業者で構成する農事組合法人で 既に 高齢農業者が耕作放棄しようとした7、 、

の農地が当該法人に集積されている。

【地域間連携事例】

○ 北海道宗谷郡猿払村 （猿払）
そうやぐんさるふつむら さるふつ

交付金の効率的活用を図るため、村内６つの酪農集落が連携し、全酪農農家が参

加して、地域を超えた一村一協定を締結。労働力軽減のため、家畜糞尿の適正処理

を共同取組活動として分業化することとし、マニアスプレッター等堆肥散布機械等

を購入し、農協との間で機械の管理と堆肥散布作業の受委託契約を交わし、堆肥の

有効利用と粗飼料の確保を図っている。

○ 岩手県北上市 （上台、上門岡第１、上門岡第２、水越、大谷地、内門岡）
きたかみし うわだい かみかどおか みずこし お お や ち うちかどおか

稲瀬地域内の農業者で構成する「稲瀬町国見営農組合」が、地域内の６集落の協

定の共通事務局を担い、集落間調整を図りながら、交付金の円滑な申請・精算事務

を行っている。

○ 山形県東置賜郡川西町 （東 沢）
ひがしおきたまぐんかわにしちょう ひがしざわ

ＪＡ支店エリアが行政地区や小学校区とも一致し、営農を始めとして種々の活動

の単位であるとともに、高齢化が進み協定締結さえもままならない集落でも、地区

全体の担い手がカバーする体制が取られることとなるため、集落を越えてＪＡ支店

の範囲で協定を締結している。

【異分野等との連携事例】

○ 熊本県阿蘇郡南小国町 （扇牧野組合）
あそぐんみなみおぐにまち おおぎぼくやくみあい

野焼き・輪地切りをやめた草原が森林化し、有畜農家の減少と高齢化により継続

が困難になっている。協定締結により、財団法人阿蘇グリーンストックの協力を得

てボランティアを募り、448ｱｰﾙの原野の野焼き・輪地切りを4年ぶりに再興し草地

の保全を図っている。

【施策間連携事例】

○ 高知県高岡郡窪川町 （ビレッジ影野）
たかおかぐんくぼかわちょう か げ の

町は、直接支払の協定締結について、生産調整の推進の範囲を基本に推進。

このため、１集落で協定を締結することとしたが 「イノシシ等鳥獣被害対策」、

については、県単事業（高知県集落活動促進施設等整備事業）導入とあわせ、隣接

する集落と連携、被害防止の相乗効果を発揮している。
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○ 富山県氷見市 （長坂）
ひ み し ながさか

棚田オーナー田の維持管理（草刈り作業等）に棚田オーナー事業を運営するため、

交付金の一部を活用するとともに 「県棚田地域水と土保全基金」からの補助を受けて、、

棚田オーナー事業の広報活動（パンフレットの作成、案内板の作成）を行う等、県単事

業との連携により一層の効果を発揮している。

【高齢化が進んでいる地域の事例】

○ 埼玉県児玉郡神 泉 村 （住居野）
こだまぐん かみいずみむら す ま い の

高齢者農業集団を結成し、協定に基づき、相互に助け合いながら、面積が小さく

ても価格が安定しているインゲン等の栽培により、高付加価値農業の確立を目指し

ている。

○ 兵庫県佐用郡南光町 （東徳久）
さようぐんなんこうちょう ひがしとくさ

集落全戸が参加している集落営農組織。高齢化等により農業生産活動が困難にな

った農用地を営農組合が受託している。共同施設の整備や営農活動については、費

用負担を伴うことから、意欲はあっても実施に至らなかったが、交付金を充当する

ことにより可能とし、このことで活動が一層活発化し、Ｈ14年度には法人化の見込

みである。

○ 島根県那賀郡弥栄村 （門田）
な か ぐ ん やさかむら か ど た

高齢化が著しい当集落では、協定に基づき、農事組合法人が農作業の受託を行う

等により、営農の継続に向けた取組を行っている。

【耕作放棄地の活用事例】

千葉県安房郡三芳村 （西之谷）○
あ わ ぐ ん み よ し む ら にしのやつ

既耕作放棄地約90ｱｰﾙに菜花・飼料作物の作付を行うことにより、集落全体の農

地の管理や耕作に対する意識に変化が生じるとともに、農道・水路・土手の除草作

業が今まで以上に実施されるようになり、農地の周辺や集落内の雑草が無くなり、

美しい田園風景が蘇りつつある。

○ 京都府舞鶴市 （杉山）
まいづるし すぎやま

耕作放棄率28％と、市の中で最も耕作放棄率が高い地域。Ｈ13年度には34ｱｰﾙの

耕作放棄地を復旧・整備し、一部を市民農園（20区画）に活用している。農園の利

用者に対しては 「杉山集落の農用地を管理するボランティアという認識を持って、

もらう」という趣旨の利用契約を交わしている。

○ 沖縄県名護市 （安部）
な ご し あ ぶ

既耕作放棄地11.36 のうち、平成13年度に2.81 を解消。今後も継続して遊休ha ha
。 、 、農地の解消に当たっていくこととしている また 農地の受け手も不足していたが

平成14年度に入り30代男性の新規就農者が１名あった。

http://www.maff.go.jp/このほか、農林水産省ホームページ（ｱﾄﾞﾚｽ：

） 、 。soshiki/koukai/chikishinkou/ において 全国各地における取組事例を紹介
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（参考３）

中山間地域等直接支払制度の概要

１ 趣 旨

河川の上流域に位置し、傾斜地が多い等の立地特性から、農業生産活動等を通じ国土

の保全、水源のかん養、良好な景観形成等の多面的機能を発揮している中山間地域等で

、 、 、は 高齢化が進行する中 平地地域と比べ農業の生産条件が不利な地域があることから

担い手の減少、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている。

このため、担い手の育成等による農業生産活動等の維持を通じて、中山間地域等にお

ける耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保する観点から、直接支払いを実施する。

２ 事業内容

（１）対象地域及び対象農用地

①の地域振興立法等の指定地域のうち、②の要件に該当する農用地区域内に存する

１ｈａ以上の一団の農用地

① 対象地域

特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、沖縄振興開発特

別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定地

域及び都道府県知事が指定する地域

② 対象農用地

ア 急傾斜農用地（田１／２０以上、畑、草地及び採草放牧地１５度以上）

イ 自然条件により小区画・不整形な田（大多数が３０ａ未満で平均２０ａ以下）

ウ 草地比率の高い（７０％以上）地域の草地

エ 市町村長が必要と認めた農用地（緩傾斜農用地（田１／１００以上１／２０未

満、畑、草地及び採草放牧地８度以上１５度未満 、高齢化率・耕作放棄率の高）

い農地）

オ 都道府県知事が定める基準に該当する農用地

（２）対象行為

集落協定又は個別協定に基づき、５年間以上継続して行われる農業生産活動等

（３）対象者

集落協定又は個別協定に基づき、５年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者

等（第３セクター、生産組織等を含む ）。

（４）交付単価

地 目 区 分 １０ａ当たり単価

１／２０以上 ２１，０００円
田

１／１００以上１／２０未満 ８，０００円

１５度以上 １１，５００円
畑

８度以上１５度未満 ３，５００円

１５度以上 １０，５００円

草 地 ８度以上１５度未満 ３，０００円

草地率（７０％以上） １，５００円

１５度以上 １，０００円
採草放牧地

８度以上１５度未満 ３００円

（注）新規就農の場合や担い手が条件不利な農地を引き受けて規模拡大する場合は田で

１，５００円、畑・草地で５００円上乗せする。

（５）事業実施期間 平成１２年度～平成１６年度


